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ら
ず
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
平
成
24
年
４
月
１

日
以
前
に
森
林
の
土
地
を
取
得
し

た
方
で
も
平
成
24
年
４
月
１
日
以

降
に
遺
産
分
割
協
議
が
成
立
し
た

場
合
に
は
届
出
が
必
要
で
す
。
た

だ
し
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ

く
土
地
売
買
契
約
の
届
出
を
し
て

い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

▼
届
出
期
間
及
び
届
出
先

　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か

ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た
土
地

の
あ
る
市
町
村
長
に
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
届
出
事
項

　

届
出
書
に
は
、
届
出
者
と
前
所

有
者
の
住
所
・
氏
名
、
所
有
者
と

な
っ
た
年
月
日
、
所
有
権
移
転
の

原
因
、
土
地
の
所
在
場
所
・
面
積

と
と
も
に
、
土
地
の
用
途
な
ど
を

記
載
し
ま
す
。
添
付
書
類
と
し
て
、

登
記
事
項
証
明
書
又
は
土
地
売
買

契
約
書
な
ど
権
利
を
取
得
し
た
こ

と
が
分
か
る
書
類
の
写
し
、
土
地

の
位
置
を
示
す
図
面
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

届
出
を
要
し
な
い
場
合
や
事
後

届
出
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

所
定
の
届
出
様
式
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
左
記
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

産
業
経
済
課

 

８
９
３

－

１
１
１
５

　

吾
北
総
合
支
所
森
林
政
策
課
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６
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２
３
２
２

　

本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課
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６
９

－

２
１
１
５

お知らせ
い
の
町
多
子
世
帯
保
育
料
等

軽
減
補
助
金
の
お
知
ら
せ

　

町
で
は
、
子
育
て
支
援
と
し
て
、

多
子
世
帯
に
お
け
る
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
保
護
者
の

保
育
料
や
幼
稚
園
授
業
料
に
対
し

て
助
成
す
る
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
平
成
25
年

４
月
分
の
保
育
料
な
ど
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
適
用
に
な
り
ま
す
の
で
該

当
す
る
世
帯
の
方
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
補
助
対
象

　

い
の
町
に
住
所
を
有
し
、
18
歳

未
満
の
児
童
が
３
人
以
上
い
る
世

帯
の
３
人
目
以
降
で
、
町
外
の
幼

稚
園
又
は
届
出
認
可
外
保
育
施
設

へ
通
所
す
る
３
歳
未
満
（
※
）
の

児
童
が
い
る
世
帯

※
年
齢
は
平
成
25
年
４
月
１
日
現

在
で
す
。

▼
補
助
金
額

・
幼
稚
園
授
業
料

（
上
限
：
月
額
２
５
，０
０
０
円
）

・
届
出
認
可
外
保
育
施
設
保
育
料

（
上
限
：
月
額
５
０
，０
０
０
円
）

▼
申
請
期
限

・
平
成
26
年
１
月
31
日
（
金
）

　

申
請
用
紙
は
学
校
教
育
課
に
あ

り
ま
す
。
な
お
、
申
請
手
続
き
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

学
校
教
育
課　

 

８
９
３

－

１
９
２
２

お知らせ

乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
申
請
に
つ
い
て

　

毎
年
９
月
は
乳
幼
児
医
療
費
受

給
者
証
の
更
新
時
期
で
す
。（
０
歳

児
を
除
く
。）

　

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
、

有
効
期
限
が
９
月
末
日
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
更
新
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
１
歳
～

就
学
前
ま
で
の
児
童

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
児
童
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
世
帯
全
員（
児
童
は
除
く
。）の

所
得
課
税
証
明
書
（
平
成
25
年

１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た

方
の
み
）

▼
受
付
期
間
及
び
時
間

　

９
月
２
日（
月
）～
30
日（
月
）

　
　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
た
だ
し
、土
、日
、祝
日
を
除
く
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

 

８
９
３

－

１
１
１
７

お知らせ

老
人
福
祉
施
設「
嶺
北
荘
と

大
豊
園
」の
民
営
化
に
つ
い
て

　

嶺
北
広
域
行
政
事
務
組
合
（
嶺

北
広
域
）
で
は
、
老
人
福
祉
施
設

「
特
養
嶺
北
荘
（
定
員
50
名
）」

と
「
養
護
大
豊
園
（
定
員
60
名
）

･

特
養
大
豊
園（
定
員
30
名
）」
を
、

嶺
北
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉

の
中
核
施
設
と
し
て
運
営
し
て
き

ま
し
た
。
利
用
者
の
皆
さ
ん
に
は
、

よ
り
充
実
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

や
、
介
護
環
境
の
向
上
に
務
め
て

い
ま
す
。
施
設
の
運
営
は
、
一
般

的
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
収
入
な
ど
で

運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
実
際
は
、
サ
ー
ビ
ス

収
入
な
ど
に
比
べ
両
施
設
の
運
営

経
費
が
多
い
赤
字
経
営
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
補
填
と
し
て
毎
年
支

出
し
て
い
る
町
村
負
担
金
も
増
大

し
、
平
成
22
年
度
で
約
１
億
８
千

万
円
、
平
成
23
年
度
で
は
約
１
億

６
千
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
嶺
北
広
域
構
成
５
町
村

の
財
政
は
、
人
口
減
と
高
齢
化
に

加
え
地
方
交
付
税
の
削
減
な
ど
に

よ
り
大
幅
に
悪
化
し
て
お
り
、
負

担
金
の
維
持
が
極
め
て
厳
し
い
状

況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
態

に
対
応
す
る
た
め
嶺
北
広
域
で
は
、

民
間
で
で
き
る
こ
と
は
民
間
で
の

基
本
方
針
の
基
で
、
平
成
24
年
度

に
老
人
福
祉
施
設
民
間
移
譲
の
検

討
を
行
い
ま
し
た
。
検
討
で
は
、

施
設
の
経
営
分
析
を
行
い
、
県
内

で
の
民
営
化
関
係
の
状
況
調
査
や

民
営
化
実
績
な
ど
も
調
査
し
、
嶺

北
地
域
で
の
老
人
福
祉
施
設
の
安

定
的
な
継
続
と
充
実
・
発
展
を
総

合
的
に
検
討
し
た
結
果
、
民
間
活

力
の
導
入
に
よ
る
経
営
改
善
が
最

適
と
判
断
し
て
老
人
福
祉
施
設
民

営
化
の
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
平
成
26
年
度
に

嶺
北
荘
、
次
い
で
平
成
29
年
度
に

は
大
豊
園
を
民
営
化
す
る
計
画
で

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
民
営
化

と
な
っ
て
も
、
入
所
者
、
利
用
者

の
皆
さ
ん
に
は
、
今
の
ま
ま
で
ご

利
用
い
た
だ
け
る
と
共
に
福
祉

区　分 町村負担金
（千円）

Ｈ19 102,756
Ｈ20 93,904
Ｈ21 121,807
Ｈ22 180,498
Ｈ23 159,923


